
○大多喜町有料広告掲載に関する要綱 

平成１８年６月３０日 

告示第４９号 

改正 平成１９年１２月２６日告示第７４号 

改正 平成２８年１０月３１日告示６９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大多喜町（以下「町」という。）が保有する物品及び印

刷物等の資産に掲載又は掲示（以下「掲載」という。）をする有料広告（以

下「広告」という。）の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（広告掲載の対象） 

第２条 広告を掲載することができるもの（以下「広告媒体」という。）は、

次に掲げるものとする。 

（１） 広報おおたき 

（２） 大多喜町ホームページ 

（３） 封筒 

（４） 刊行物、ポスター、チラシ、パンフレット及びリーフレット 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が広告の掲載を認めるもの 

（広告の基準） 

第３条 掲載することができる広告は、町民生活に関連したものであり、次の

各号のいずれにも該当しないものとする。 

（１） 町の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの 

（２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条に規定する風俗営業等に該当するもの 

（３） 貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条に規定する貸金業に関

するもの 

（４） 政治活動又は宗教活動に関するもの 

（５） 個人若しくは団体の意見又は個人の宣伝に関するもの 

（６） 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの 

（７） 誇大表示、不当表示その他広告の表現方法等が不適切なもの 

（８） 前各号に掲げるもののほか、町長が広告として適当でないと認める



もの 

（広告掲載の優先順位） 

第４条 広告掲載は、次に掲げる順位により優先的に掲載するものとする。 

（１） 国、地方公共団体、公社、公団及び公益法人の広告 

（２） 公共性の高い企業で町内に事業所等を有するものの広告 

（３） 前２号に該当しないもので町内に事業所等を有するものの広告 

（４） 前３号に該当しないものの広告 

（広告の規格等） 

第５条 広告の規格、枠数、掲載料、募集期間、作成方法等は、適正を欠くこ

となく、広告媒体ごとに担当課において別に取扱基準を定めるものとする。 

（広告の募集） 

第６条 広告の募集は、町が発行する広報紙、町のホームページ等により行う

ものとする。 

（掲載の申請及び承認等） 

第７条 広告を掲載しようとする者（以下「申請者」という。）は、有料広告

掲載申請書（別記第１号様式）に掲載しようとする広告の版下原稿（以下

「版下原稿」という。）を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、広告掲載を承認したときは、有料広告掲載決定（却下）通知書

（第２号様式）によりその旨を当該申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、広告掲載の申請が当該印刷物等の枠数を超えたときは、第４条に

規定する順位により広告の掲載を決定するものとする。ただし、同一の順位

にあるものについては、抽選により広告の掲載を決定するものとする。 

（掲載料の納付） 

第８条 広告の掲載の決定を受けたもの（以下「広告主」という。）は、町長

が指定する期日までに当該広告の掲載料を一括して前納するものとする。た

だし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

（掲載の決定の取消し等） 

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を

取り消すものとする。 

（１） 指定された期日までに広告の掲載料を納付しなかったとき。 



（２） 前号に掲げるもののほか、広告の掲載に支障があると認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、有料広

告掲載決定取消通知書（第３号様式）によりその旨を当該広告主に通知する

ものとする。 

（掲載料の還付） 

第１０条 既に納付された広告の掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責

めに帰することのできない理由により広告を掲載することができなくなった

ときは、この限りでない。 

（広告主の責務等） 

第１１条 広告の内容に関する事項は、広告主がその責任を負う。 

２ 版下原稿を作成する経費は、広告主の負担とする。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２６日告示第７４号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成１９年１２月１９日から適用する。 

  附 則（平成２８年１０月３１日告示６９号） 

この告示は、平成２８年１０月３１日施行する。 



 



 



 



別記第１号様式（第７条関係） 

第２号様式（第７条関係） 

第３号様式（第９条関係） 

 


